
提

出

者

保

坂

展

人

平
成
十
二
年
七
月
六
日
提
出

質

問

第

八

号

新
内
閣
に
あ
ら
た
め
て
死
刑
の
是
非
を
問
う
質
問
主
意
書

8



新
内
閣
に
あ
ら
た
め
て
死
刑
の
是
非
を
問
う
質
問
主
意
書

第
二
次
森
内
閣
の
成
立
で
、
法
務
大
臣
に
保
岡
興
治
氏
、
法
務
総
括
政
務
次
官
に
上
田
勇
氏
が
就
任
し
た
。
最
近
の
ケ
ー
ス

で
は
、
国
会
閉
会
中
の
六－

八
月
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
て
き
た
。
新
大
臣
、
新
総
括
政
務
次
官
は
、
就
任
間
も
な
く
死
刑
執
行

命
令
の
決
裁
に
当
た
る
可
能
性
が
大
き
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
数
回
に
及
ぶ
質
問
主
意
書
で
論
点
と
し
て
き
た
点
も
踏
ま
え
、
あ

ら
た
め
て
死
刑
の
是
非
を
問
う
。

一

世
論

（
一
）

昨
年
十
一
月
に
発
表
さ
れ
た
総
理
府
世
論
調
査
で
、
死
刑
に
つ
い
て
「
場
合
に
よ
っ
て
は
や
む
を
得
な
い
」
と
す

る
人
は
七
九
・
三
％
だ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
三
七
・
八
％
の
人
は
「
状
況
が
変
わ
れ
ば
将
来
廃
止
し
て
も
い
い
」
と

回
答
し
た
。
ま
た
、
全
回
答
者
の
う
ち
死
刑
存
続
を
求
め
る
人
は
四
五
％
に
す
ぎ
ず
、
現
在
ま
た
は
将
来
の
廃
止
を

認
め
る
人
は
過
半
数
を
超
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
結
果
を
一
方
的
に
「
世
論
は
死
刑
を
望
ん
で
い
る
」
と
判
断
し
、

執
行
を
続
け
る
こ
と
は
い
か
が
な
も
の
か
。
さ
ら
に
詳
し
い
世
論
調
査
で
、
国
民
の
意
思
を
知
る
べ
き
で
は
な
い

か
。

（
二
）

一
九
九
二
年
九
月
二
十
五
日
に
東
京
都
清
瀬
市
議
会
、
九
三
年
十
二
月
二
十
一
日
に
大
阪
府
高
槻
市
議
会
、
同
月

一



二
十
二
日
に
同
府
泉
南
市
議
会
、
九
四
年
六
月
二
十
四
日
に
埼
玉
県
新
座
市
議
会
、
同
年
十
二
月
二
十
二
日
に
東
京

都
小
金
井
市
議
会
が
そ
れ
ぞ
れ
死
刑
制
度
の
廃
止
等
を
求
め
る
意
見
書
を
採
択
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
方
議
会
の

意
思
は
一
顧
だ
に
さ
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
死
刑
は
執
行
さ
れ
て
き
た
が
、
処
刑
を
続
け
る
前
に
突
っ
込
ん
だ
論
議
が
必

要
な
の
で
は
な
い
か
。

（
三
）

オ
ウ
ム
真
理
教
の
元
医
師
林
郁
夫
被
告
に
対
す
る
無
期
懲
役
の
判
決
に
つ
い
て
、
一
九
九
八
年
五
月
三
十
一
日
付

け
朝
日
新
聞
に
は
五
十
歳
の
男
性
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
投
書
が
掲
載
さ
れ
た
。
「
検
察
の
求
刑
に
は
、
自

白
へ
の
情
状
酌
量
の
ほ
か
に
、
長
期
化
す
る
オ
ウ
ム
裁
判
の
大
事
な
証
人
を
失
い
た
く
な
い
と
い
う
意
図
も
含
ま
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
は
別
の
側
面
か
ら
、
こ
の
判
決
を
支
持
す
る
。
私
た
ち
は
、
六
年
前
に
当

時
十
七
歳
だ
っ
た
娘
を
交
通
事
故
で
失
っ
た
。
当
初
の
運
転
者
へ
の
感
情
は
『
許
し
難
い
憎
悪
』
で
あ
っ
た
。
『
娘

を
返
し
て
欲
し
い
』
と
そ
の
人
に
向
か
っ
て
叫
び
た
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
思
い
は
決
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
一
人
の
人
間
は
、
唯
一
無
二
だ
か
ら
だ
。
何
に
よ
っ
て
も
代
え
難
い
か
ら
だ
。
そ
の
時
か
ら
『
人
間
に
は
い
か

な
る
理
由
で
も
、
人
間
を
殺
す
権
利
は
な
い
』
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
争
で
も
、
裁
判
で
も
、
で
あ
る
。

『
正
し
い
理
由
が
あ
れ
ば
、
人
間
は
人
間
を
殺
し
て
も
よ
い
』
と
い
う
論
理
こ
そ
が
、
人
類
の
悲
劇
を
繰
り
返
し
て

二



き
た
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
以
下
略
）
」
。
こ
れ
も
世
論
で
あ
る
。
政
府
に
は
公
聴
会
を
催
す
な
ど
し
て
、
さ

ら
に
国
民
の
声
に
耳
を
傾
け
る
責
務
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

二

歴
史

（
一
）

二
〇
〇
〇
年
六
月
二
十
五
日
付
け
朝
日
新
聞
日
曜
版
に
よ
る
と
、
七
二
四
年
に
当
時
の
聖
武
天
皇
は
死
罪
を
流
刑

に
減
刑
し
、
死
刑
を
停
止
し
た
。
ま
た
、
八
一
八
年
に
嵯
峨
天
皇
は
律
令
の
刑
法
に
当
た
る
律
を
改
め
、
死
罪
を
遠

流
か
禁
獄
に
減
刑
。
一
一
五
六
年
の
保
元
の
乱
で
、
藤
原
信
西
が
敗
軍
の
兵
士
を
処
刑
す
る
ま
で
、
日
本
は
死
刑
を

廃
止
し
て
い
た
。
「
死
者
ま
た
生
く
べ
か
ら
ず
」
（
罪
人
を
処
刑
し
て
も
死
者
は
生
き
返
ら
な
い
）
と
い
う
聖
武
天

皇
の
言
葉
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
政
府
は
こ
の
聖
武
天
皇
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

（
二
）

以
前
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
で
、
日
本
で
死
刑
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
歴
史
に
つ
い
て
「
承
知
し
て
い
な

い
」
と
し
て
い
た
が
、
歴
史
学
者
ら
に
照
会
す
る
な
ど
十
分
調
査
し
た
上
で
答
弁
し
て
い
た
の
か
。

（
三
）

今
世
紀
に
入
り
、
世
界
の
過
半
数
の
国
々
は
死
刑
を
廃
止
し
た
。
し
か
し
、
日
本
は
約
千
年
も
前
に
一
度
死
刑
を

廃
止
し
た
歴
史
を
持
つ
国
で
あ
る
。
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

（
四
）

過
去
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
日
本
で
死
刑
を
廃
止
し
た
の
は
、
い
ず
れ
も
天
皇
で
あ
っ
た
。
日
本
は
「
神
の
国
」

三



だ
か
ら
、
天
皇
で
な
け
れ
ば
、
死
刑
は
廃
止
で
き
な
い
の
か
。

三

刑
務
官
の
苦
悩

（
一
）

元
刑
務
官
戸
谷
喜
一
氏
は
自
著
「
死
刑
執
行
の
現
場
か
ら
」
に
「
極
悪
非
道
の
犯
罪
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
私

た
ち
刑
務
官
の
仕
事
は
、
そ
の
受
刑
者
を
更
生
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
更
生
不
可
能
と
断
定
し
て
『
殺
す
』
こ
と
で

は
な
い
。
ま
た
、
刑
務
官
と
い
う
公
務
員
の
職
務
に
、
『
殺
人
』
も
し
く
は
『
殺
人
幇
助
』
と
い
う
仕
事
が
あ
る
こ

と
が
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
刑
務
官
の
仕
事
か
ら
プ
ラ
イ
ド
を
奪
い
取
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
か
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
新
た
な
執
行
は
同
じ
苦
悩
を
刑
務
官
に
与
え
る
。
執
行
が
迫
る
に
つ
れ
、
各
拘
置
所

で
担
当
さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
刑
務
官
た
ち
は
金
曜
日
や
休
前
日
に
休
暇
を
申
請
し
て
い
な
い
か
。

（
二
）

前
掲
書
に
よ
る
と
、
死
刑
執
行
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
。
「
Ｓ
拘
置
所
で
執
行
さ
れ
た
死
刑
確
定
者
Ｘ
は
「
私

は
死
刑
囚
で
す
。
ず
っ
と
前
か
ら
今
日
の
日
が
あ
る
こ
と
は
覚
悟
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
も
今
、
所
長
さ
ん
の
ご

立
派
な
人
柄
と
や
さ
し
い
お
言
葉
の
お
か
げ
で
、
私
の
処
刑
は
、
私
の
身
体
を
清
め
る
あ
り
が
た
い
処
置
で
あ
る
と

思
え
て
き
ま
し
た
。
（
中
略
）
心
残
り
は
何
一
つ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
た
後
、
春
日
八
郎
の
「
別
れ
の
一

本
杉
」
を
歌
っ
た
。
拘
置
所
長
が
涙
ぐ
む
中
、
Ｘ
は
保
安
課
職
員
に
手
錠
を
掛
け
ら
れ
、
白
い
布
で
目
隠
し
さ
れ
た

四



上
で
、
刑
場
に
誘
導
さ
れ
て
い
っ
た
。
職
員
が
吊
さ
れ
て
い
る
麻
の
綱
の
輪
に
な
っ
た
部
分
を
首
に
か
け
た
時
、
Ｘ

は
突
然
「
お
母
さ
ん
」
と
叫
ん
だ
。
職
員
が
四
角
い
踏
み
台
か
ら
外
に
出
る
と
同
時
に
、
Ｘ
の
足
下
の
板
が
バ
タ
ン

と
左
右
に
開
き
、
彼
の
身
体
は
四
角
い
暗
い
穴
の
中
に
落
ち
た
。
綱
は
ビ
リ
ビ
リ
震
え
な
が
ら
ピ
ン
と
張
り
切
り
、

し
ば
ら
く
前
後
左
右
に
揺
れ
た
。
読
経
の
声
が
大
き
く
な
り
、
見
守
る
職
員
ら
の
合
掌
す
る
手
に
は
い
っ
せ
い
に
力

が
こ
も
っ
た
と
い
う
」
。
ビ
リ
ビ
リ
震
え
る
綱
を
見
つ
め
る
刑
務
官
た
ち
の
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
政
府
は

知
っ
て
い
る
か
。
新
た
な
大
臣
、
総
括
政
務
次
官
は
死
刑
を
執
行
し
た
こ
と
が
あ
る
刑
務
官
か
ら
そ
の
心
情
や
意
見

を
聴
取
す
る
意
向
は
あ
る
か
。

四

冤
罪

（
一
）

こ
れ
ま
で
の
政
府
答
弁
書
に
よ
る
と
、
戦
後
死
刑
判
決
が
な
さ
れ
、
上
級
審
で
こ
れ
が
破
棄
さ
れ
、
又
は
再
審
開

始
決
定
が
な
さ
れ
て
、
無
罪
判
決
が
確
定
し
た
事
件
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
八
海
事
件
、
山
中
事
件
、
免
田
事
件
、

財
田
川
事
件
、
松
山
事
件
、
島
田
事
件
の
計
六
件
あ
る
。
政
府
は
「
我
が
国
に
お
い
て
は
、
令
状
主
義
及
び
厳
格
な

証
拠
法
則
が
採
用
さ
れ
、
三
審
制
が
保
障
さ
れ
る
な
ど
、
捜
査
公
判
を
通
じ
て
慎
重
な
手
続
に
よ
り
有
罪
が
確
定
さ

れ
て
い
る
上
、
再
審
制
度
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
有
罪
を
認
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
判
断
が
な
さ
れ
て

五



い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
の
見
解
だ
が
、
こ
の
六
件
以
外
に
死
刑
事
件
の
冤
罪
は
な
い
と
断
定
で
き
る
の
か
。

そ
の
根
拠
は
引
用
し
た
政
府
見
解
以
外
に
あ
る
か
。

（
二
）

死
刑
執
行
に
際
し
て
「
生
命
を
断
つ
極
刑
で
あ
り
、
一
度
執
行
さ
れ
れ
ば
回
復
し
難
い
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
死
刑
の
執
行
停
止
、
再
審
又
は
非
常
上
告
の
事
由
の
有
無
等
に
つ
い
て
慎
重
に
検
討
す
る
た
め
に
、
判
決
及

び
確
定
記
録
の
内
容
を
十
分
精
査
せ
し
め
て
い
る
の
で
、
死
刑
を
執
行
し
た
者
の
中
に
は
誤
判
に
よ
る
無
実
の
者
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
確
信
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
政
府
は
以
前
の
答
弁
書
に
書
い
て
い
る
が
、

精
査
の
内
容
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
三
）

前
記
「
精
査
」
に
は
、
大
臣
や
総
括
政
務
次
官
が
具
体
的
に
裁
判
記
録
を
読
む
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。

（
四
）

新
任
の
保
岡
法
務
大
臣
は
裁
判
官
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
法
曹
で
あ
る
。
大
臣
は
死
刑
執
行
命
令
の
決
裁
を
前
に

し
て
、
法
務
省
の
役
人
の
主
張
を
う
の
み
に
す
る
こ
と
な
く
、
大
臣
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
一
人
の
法
曹
と
し
て
恥

じ
な
い
精
査
と
判
断
を
心
掛
け
る
か
。

右
質
問
す
る
。

六


